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（令和６年４月１日現在）

【 市議会の概要 】

１ 構 成

議 会 常 任 委 員 会 総 務 常 任 委 員 会
文教厚生常任委員会
産業建設常任委員会

議会運営委員会

特 別 委 員 会 議会広報特別委員会
ＤＸ推進特別委員会

議員全員協議会
会派代表者会
議 会 事 務 局

２ 議 員

（１）定 数 （単位：人）

常 任 委 員
条例定数 現 員

総 務 文教厚生 産業建設

２０ ２０ ７ ７ ６

※条例定数については、次の一般選挙から１８名となる。

（２）任 期 令和３年５月２９日 ～ 令和７年５月２８日

（３）党派別・会派別構成 （単位：人）

会派
吉野川 志誠 公政・ 市民

政友会
薫風会

新進 麻植会 ﾌｧｰｽﾄ
公明党 日本 民主 みのり会 計

区分
いろは クラブ

共産党 クラブ

日本共産党 １ １

公 明 党 １ １

無 所 属 ６ ５ ２ ２ １ １ １ １８

計 ６ ５ ２ ２ １ １ １ １ １ ２０
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（４）年齢別・当選回数別構成 （単位：人）

当選回数
１回 ２回 ３回 ４回 ５回 ６回 ７回 ８回 ９回 11回 計

年齢

30～39歳 ０

40～49歳 ０

50～59歳 ３ １ ２ ６

60～69歳 ２ ４ １ １ ８

70歳以上 １ ２ ２ １ ６

計 ３ ２ １ ４ １ ２ ３ １ ２ １ ２０

（ 最年長８０歳 最年少５０歳 平均年齢６４歳 ）

３ 常任委員会・特別委員会

（１）常任委員会

委員会名 定数 所 管

総 務 ７人
総務部、防災局、市民部、支所の所管に属する事項
他の常任委員会の所管に属さない事項

文教厚生 ７人
健康福祉部の所管に属する事項
教育委員会の所管に属する事項

産業建設 ６人
産業経済部、農業委員会の所管に属する事項
建設部、水道部の所管に属する事項

（２）議会運営委員会

委員会名 委員数 所管事項（地方自治法第１０９条第３項）

１ 議会の運営に関する事項
議会運営 ２ 議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項

７人 ３ 議長の諮問に関する事項
委 員 会 ４ 定例会開会１週間前までに行う

５ 委員の選出は、会議に諮って議長が指名する

（３）特別委員会

特別委員会名 定 数 目 的

議会広報特別委員会 ６人 議会だよりの編集および発行

ＤＸ推進特別委員会 ７人 情報技術による議会運営の効率化推進
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４ 議会運営

（１）定例会・臨時会
（ア）開催月

３月・６月・９月・１２月（年４回）、臨時会（随時）

（イ）開催状況（令和５年中）

開 催 ３月 ６月 ９月 １１月 １２月

種 別 定例会 定例会 定例会 臨時会 定例会

会期日 ２２ ２２ １９ １ １９

会議日 ４ ４ ４ １ ４

質問者 １０ ５ ９ － ８

（ウ）常任委員会・特別委員会等の開催状況（令和５年中）
常 任 委 員 会 １２ 回
特 別 委 員 会 ７ 回
議 会 運 営 委 員 会 １０ 回
全 員 協 議 会 ２ 回

（２）議案の配付方法
・定例会、臨時会開会告示日に会派室へ配付

（３）一般質問の運営方法
・質問順位 … 代表質問：多数会派順（同数の場合はくじ引き、その後は輪

番制）、個人質問：くじ引き
・通 告 … 指定様式に具体的に記入し、議長に提出する
・通告時期 … 定例会開会日の翌日午後３時までとする
・質問時間 … 質問のみ５０分以内（答弁無制限）
・回数制限 … ３回（一問一答方式）
・関連質問 … 許可しない
・質問内容 … 通告した事項に限る
・質問方法 … 全て登壇（発言席）して行う
・答弁方法 … 全て登壇（演壇）して行う

（４）議案等の審査方法
人事案件・議員提出議案は、委員会付託を省略する。その他の議案について

は関係常任委員会へ付託する。

（５）会議録について
（ア）本会議

・記録の方法 … 全文記録（記録媒体による録音）作成部数１８部
（反訳業務については民間委託）

・ホームページに掲載（平成１７年６月定例会以降～）
・会議録検索システム（平成１８年７月２０日導入）

（イ）委員会
・記録の方法 … 常任委員会 全文記録【反訳業務は民間委託】

特別委員会 重点記録（説明･質疑･答弁は全文記録）
【事務局職員が作成】
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５ 議会費

（１）議会費の内訳（令和６年度当初予算） （単位：千円）

区 分 金 額 区 分 金 額

報 酬 ８８，９０１ 需 用 費 ５２９

給 料 １７，９４０ 役 務 費 １０

職 員 手 当 ３９，１４７ 委 託 料 ２，５２９

共 済 費 ３０，５８５ 使用料及び賃借料 ２，５９７

報 償 費 ７０ 備 品 購 入 費 ０

旅 費 ２，４１２ 負担金補助及び交付金 ６，５８７

交 際 費 ２５０ 公 課 費 ０

議 会 費 合 計 １９１，５５７

一般会計歳出当初予算総額 24,085,000千円 議会構成比 約０．８％

（２）議員報酬等
（ア）議員報酬 （単位：円）

職 名 報 酬 額 改 正 年 月 日

議 長 ４３０,０００ 平成１７年５月３０日から適用

副 議 長 ３８０,０００ 〃

各常任委員長及び
３６０,０００ 〃議会運営委員長

議 員 ３５０,０００ 〃

（イ）議員期末手当
・支給率（令和５年１２月１８日 改正）

６月 １６７．５／１００
１２月 １６７．５／１００ 計 ３３５／１００
加算措置 １５％

（ウ）特別職給与 （単位：円）

職 名 報 酬 額 改 正 年 月 日

市 長 ９００,０００ 平成１６年１０月１日から適用

副 市 長 ７２０,０００ 〃

教 育 長 ６４９,０００ 〃

（３）旅費規程等
（ア）費用弁償

臨時会及び閉会中の委員会に出席したとき 日額 ２,５００円
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（イ）視察旅費
各常任委員会 １人 ８０,０００円（打切）
議会運営委員会 １人 ８０,０００円（打切）

（ウ）政務活動費（平成１７年６月１日より施行）
対象議員
１人あたり 月額 ２５,０００円を会派へ交付

６ その他

（１）議会だより
（ア）名 称 … 吉野川市議会だより
（イ）編集・作成方法 … 議会広報特別委員会（６名）を設置し、委員が編集・

校正を行う（事務局は編集・校正には関与しない）
（ウ）規 格 … Ａ４版・再生７０％以上・１６ページ
（エ）発 行 回 数 … 年４回（３月・６月・９月・１２月定例会毎）
（オ）発 行 部 数 … １３,５００部（令和５年度）
（カ）予 算 額 … １，７３３千円（令和５年度）
（キ）配 布 方 法 … 印刷業者 → 郵便局 → 自治会長 → 各世帯

自治会未加入の希望者分は個別に郵送

（２）行政視察状況（令和５年度）
◇総 務 常 任 委 員 会（11/13～11/14）
・兵庫県姫路市 … ＡＩの活用について
・鳥取県倉吉市 … 鳥取中部地震の被害状況や防災対策に学ぶ
◇文教厚生常任委員会（9/26～9/27）
・愛媛県伊予市 … こども家庭センターについて
・広島県三原市 … 児童館ラフラフの運営について
◇産業建設常任委員会（9/27～9/29）
・富山県氷見市 … サイクルツーリズム関連事業について
・福井県大野市 … 有害鳥獣処理施設について
・福井県福井市 … 未来へ、つなぐ福井の農業を活性化プロジェクトについ

て
◇ＤＸ推進特別委員会
・大分県別府市 … 別府市議会におけるタブレット端末の導入について
・愛媛県西予市 … タブレット端末を活用した議会運営について

□他市町村議会議員の視察来市状況（令和５年度）
・香川県三豊市 (4/13) … 吉野川市議会議員による職員に対するハラスメ

ントに関する条例について
・長崎県雲仙市（7/ 4） … 議員定数・報酬及び費用弁償、政務活動費につ

いて、タブレットの活用及びインターネット中
継について

・和歌山県日高川町（7/27 … ごみの減量化の取り組みについて
・高知県四万十市（11/8） … 高齢者等外出支援タクシー料金助成事業、高齢

者生活支援ハウス、未来へつなぐ修学応援給付
金、人口減少社会に対応した小中一貫教育推進
事業（徳島モデル）

７ 議会事務局（吉野川市職員定数条例 … 議会事務局 ４人）

事務局長 １名
課 長 １名
課長補佐 １名
主査 １名
会計年度任用職員 ２名
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【 本市の概要 】

１ 位置と面積
吉野川市は、徳島県の北部、吉野川の中流域南岸に位置し、面積は、１４４．１４

㎢となっております。吉野川を挟んで北は板野郡・阿波市、東から南は名西郡、西は
美馬市に接している。南部は四国山地の北側にあたる山地で、高越山をはじめとする
急崚な山々が連なっており、これらの山々を水源とする飯尾川、桑村川、学島川、川
田川などが市の北部を東流し、吉野川に合流している。

２ 人口・世帯
令和２年の国勢調査結果による人口は３８，７７２人で徳島県内では、鳴門市の

５４，６２２人と小松島市の３６，１４９人の間であり、徳島県内で４番目の
人口規模である。総人口の推移を見ると、昭和５０年代に増加し５万人直前まで達
したが、平成に入ってからは、緩やかな減少傾向となっている。
世帯数についても１５，４８８世帯であり、人口同様に、徳島県内では４番目の世

帯数である。

３ 産業別就業人口の推移（１５歳以上）

区 分 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年

第一次産業 2,143 1,878 1,373 1,259 1,043

農業 2,084 1,843 1,330 1,228 1,020

林業 50 31 37 26 22

漁業 9 4 6 5 1

第二次産業 6,560 5,569 4,707 4,503 4,032

鉱業 10 16 10 10 6

建設業 2,615 2,219 1,701 1,585 1,396

製造業 3,935 3,334 2,996 2,908 2,630

第三次産業 12,704 12,613 11,047 11,795 12,178

電気･ガス･熱供給･水道業 96 92 80 62 69

運輸・通信業 1,079 953 967 865 766

卸売・小売業・飲食店 4,240 3,464 3,753 3,369 3,165

金融・保険業 534 465 465 394 364

不動産業 63 92 171 167 193

サービス業 5,818 6,758 4,789 6,146 6,092

公務及び他に分類されないもの 874 789 822 792 1,529

総 数 21,472 20,625 18,813 18,245 17,253

（注）総数には「不詳」を含む。 資料：徳島県統計書
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４ 令和６年度吉野川市当初予算のあらまし

（１）一般会計

区 分
当初予算額 構成比

(千円） （％）

市税 3,822,440 15.9

自主財源 その他（分担金及び負担金・
27.3％ 使用料及び手数料・財産収入 1,007,515 4.2

歳 ・寄附金・繰越金・諸収入）

繰入金 1,734,568 7.2

地方交付税 7,400,000 30.7

地方譲与税・各種交付金 1,493,063 6.2
依存財源

72.7％ 国庫支出金 3,983,693 16.5

入 県支出金 1,564,921 6.5

市債 3,078,800 12.8

合 計 24,085,000 100.0

投資的経費 投資的経費 4,880,517 20.3
20.3％

人件費 3,802,928 15.8
歳 義務的経費

45.9％ 扶助費 4,991,011 20.7

公債費 2,258,623 9.4

物件費 2,385,013 9.9

維持補修費 93,653 0.4
その他

33.8％ 補助費等 2,989,603 12.4

投資及び出資貸付金、積立金 287,328 1.2
出

繰出金 2,366,324 9.8

予備費 30,000 0.1

合 計 24,085,000 100.0

※構成比は小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計しても100にならない場合があります。
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（２）特別会計及び企業会計

（ア）特別会計 （単位：千円）

会 計 名 令和６年度当初予算額

国民健康保険事業特別会計 ４，５４８，９１２

後期高齢者医療特別会計 ７７２，４８５

介護保険事業特別会計 ５，８６８，０４９

（イ）企業会計 （単位：千円）

会 計 名 令和６年度当初予算額

収 入 ６６９，６４１
収益的収入及び支出

支 出 ６６８，４３４
水道事業会計

収 入 ６３０，３７８
資本的収入及び支出

支 出 ８９２，０１２

収 入 １，１７６，９６８
収益的収入及び支出

支 出 １，１６８，９７４
下水道事業会計

収 入 １，００４，９９１
資本的収入及び支出

支 出 １，２２７，１９３

（３）財政力指数等 （令和４年度普通会計決算）

財政力指数 ０．３６

実質公債費比率 ６．５

実質収支比率 ６．５

経常収支比率 ９２．０

（４）健全化判断比率 （令和４年度決算）

指標の名称 吉野川市 早期健全化基準 財政再生基準

実質赤字比率 － １２.９７ ２０.０

連結実質赤字比率 － １７.９７ ３０.０

実質公債費比率 ６．５ ２５.０ ３５.０

将来負担比率 ３．１ ３５０.０

※ 実質赤字比率と連結実質赤字比率は、実質赤字額がないため「－」と表示してい
る
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（５）資金不足比率 （令和４年度決算）

企業会計の名称 吉野川市 経営健全化基準

水道事業会計 － ２０.０

下水道事業会計 － ２０.０

※ 資金不足比率は、２会計とも資金不足額がないため「－」と表示している



〒７７６－８６１１
徳島県吉野川市鴨島町鴨島１１５番地１

吉野川市 議会事務局

ＴＥＬ ： ０８８３－２２－２２４１（直通）
ＦＡＸ ： ０８８３－２２－２２４２（直通）
メール ： gikai@city.yoshinogawa.lg.jp

gikai@yoshinogawa.i-tokushima.jp


